
 
「徳川家康没後４００年！」

～徳川家康と御三家～

第   回愛知学院大学         

    年 月  日

徳川美術館 学芸員 

原 史彦 



御三家   

尾張徳川家     万    石 居城 名古屋城 

           藩祖 徳川義直 家康 男 

紀伊徳川家     万    石 居城 和歌山城

           藩祖 徳川頼宣 家康10男 

水戸徳川家     万石 居城 水戸城

           藩祖 徳川頼房 家康11男 

　　徳川　頼信

　 徳川　頼房



御三家 汎用

 芸能界 橋幸夫 舟木一夫 西郷輝彦 元祖御三家 

       西城秀樹 郷    野口五郎 新御三家 

 教育界 開成中学 麻布中学 武蔵中学 中学受験御三家 

       駿台予備学校 河合塾 代 木     

        予備校御三家 

 実業界     日産     自動車御三家 

           JR東海 中部電力 名古屋御三家 
                          

             御三家 

                       家電御三家 



御三家   名門  
・越前家　６７万石（後、50→52.5→47.5→25→30万石）　居城：福井城

      　藩祖：結城秀康　正三位権中納言

　　　　　　　二代：松平忠直　従三位参議兼左近衛権少将

　　　　　　　　　　　［元和９年（1623）配流］

　　　　　　　三代：松平忠昌　正四位下参議

  越後家　２６万３０００石　居城：高田城

       藩祖：松平光長　従三位右近衛中将

　　　　　　　　　　　［延宝３年（1675）改易］

・駿河家　５０万石　居城：駿府城

       藩祖：松平忠長（秀忠２男）　従二位権大納言

　　　　　　　　　　　［寛永９年（1632）改易・翌年自刃］

・甲府家　２５万石（後、３５万石）　居城：甲府城

       藩祖：徳川綱重（家光３男）　正三位参議

　　　　　　　二代：徳川綱豊（綱重長男）　正三位権中納言

　　　　　　　　　　→将軍家嫡子（後の６代将軍家宣）

　　　　　　　　　　　［宝永元年（1704）廃藩］

・館林家　２５万石　居城：館林城

       藩祖：徳川綱吉（家光４男）　正三位参議

　　　　　　　　　　→５代将軍［天和３年（1683）廃藩］



寛永 年       格式

  尾張家初代義直   歳

   名古屋  万    石 従二位権大納言

  紀伊家初代頼宣   歳

   和歌山  万    石 従二位権大納言

  駿河家初代忠長   歳

   駿府  万石 従二位権大納言

  水戸家初代頼房   歳

   水戸  万石 従三位権中納言 翌年 正三位権中納言 



寛文 年       格式
  尾張家 代光友   歳

   名古屋  万    石 正三位権中納言

  紀伊家 代光貞   歳

   和歌山  万    石 正三位権中納言

  甲府家初代綱重   歳  甲府  万石 正三位参議

  館林家初代綱吉   歳  館林  万石 正三位参議

  水戸家 代光圀   歳  水戸  万石 従三位参議

  越後家初代光長   歳  高田26.3万石 従三位右近衛権中将
   



元禄 年       月 格式
  紀伊家 代光貞   歳 

   和歌山  万    石 従二位権大納言

  甲府家 代綱豊   歳 甲府  万石 正三位権中納言

  尾張家 代綱誠   歳

   名古屋  万    石 従三位参議兼右近衛権中将

                  同年  月 正三位権中納言 

  水戸家 代綱条   歳 水戸  万石 

    正四下右近衛権中将 同年  月 従三位参議 



 公武法制  伝徳川家康作 
江戸時代      世紀 紀伊徳川家伝来

一 尾州大納言義直 紀州大納言賴宣両人 將軍 三家 可相定 
是將軍萬一傍若無人 振舞 致 国中 民可及愁時  右両家
  相代 可申 然 天下政道 掛申候 依之国役相除官職從三
位 賜 尾州六十二歳大納言 賜 紀州六十六歳大納言 賜
   候 国中諸侯將軍 准 可致尊敬 第十二 事
 中略 

一 水戸宰相賴房副將可賜免許候 其所謂將軍国政邪成時  
老中役人令評定 水戸家  差図 以 尾州紀州両家 見立 將
軍相続可奏聞候 萬一両家不應其任時     諸侯 内天下
治鎭可致器量奏聞候 直奏 水戸家 可限 第十四 事



 御三家  定着

 当初  将軍家 尾張家 紀伊家    御三家   認識 
  可能性    

 水戸家 絶  格下扱  駿河家 甲府家 館林家  下位 
  例 頻出 

 水戸家  御三家  定着     甲府家廃絶 宝永元年
 1704 以降  水戸家 代光圀 1628 1700    御三家 
   意識 持       可能性 高  



大名家 分類 出自     

従来

 親藩 徳川家 親族大名

 譜代 関 原合戦以前 徳川家 臣従  大名

 外様 関 原合戦以後 徳川家 臣従  大名

  親藩  主 御三家 差 言葉

 親族 松平一族   大半 譜代

 関 原合戦以前 臣従    外様 扱  大名

   苗木藩遠山家 出石藩仙石家

 関 原合戦以後 臣従    譜代 扱  大名

   願譜代 龍野藩脇坂家等  宮津藩本庄家  

   



大名家 分類 出自     

  親藩      強  言   家門      一門 

 家門 定義

  強  言     家康以降 将軍家     御三家 越

  前家  直接分家  家 

   御三家 分家 連枝 

   例外 鷹司松平家 吉井藩   代将軍家光正室 実家

 御三卿  大名      将軍家 賄  親族 扱  



特異 家 御三卿

 石高   万石格 但  賄領     領地 城 無  所

  領 主 関東 畿内 分散 

 当主 江戸城内 屋敷 居住 

 上級家臣 幕府旗本   派遣 付人 付切 抱入 区分

      付人 御三卿家臣 後 幕職 戻       

 将軍家  男以下 養子先 見      臨時 家 

   当主自身 養子 出 例 田安家 代斉荘 尾張家

   当主不在 明屋形    例 

 一橋家    代将軍家斉 出      一橋家 別格扱

         代治済 従一位准大臣 御三家  上位 



願譜代

 外様  譜代扱     大名 江戸城中 殿中席  帝鑑

  間  譜代席     大名 

 龍野藩脇坂家 明暦 年 1657 帝鑑間伺候
 相馬藩中村家 万治 年 1659 帝鑑間伺候
 諏訪藩高島家 寛文 年 1666  御譜代  記事有 
 水口藩加藤家 天和 年 1683 詰衆 正徳 年 1712 帝鑑間伺候
 三春藩秋田家 貞享元年 1684 帝鑑間伺候
 新庄藩戸沢家 宝永 年 1709 譜代席 記事有 
 丸岡藩有馬家 正徳元年 1711 帝鑑間伺候



大名家区分 基本 殿中席

 大廊下上之部屋 御三家
 大廊下下之部屋 将軍家縁 大名
 大広間 外様四位以上 家門官位特格家 初官 五位 無 

      家  一部
 溜 間 譜代 政治諮問 与 大名
 帝鑑 間 譜代 家門大名中 五節句 月次出仕 大名
 雁 間 譜代城持 半役人 幕府役職者 準 毎日登城  

      大名
 柳 間 外様五位 大名
 菊 間縁頬 譜代無城 半役人 大名



大名家区分 基本 領地
 国持大名

  一国一円領有   家 

   金沢藩前田家  鹿児島藩島津家  萩藩毛利家

   鳥取藩池田家  岡山藩池田家  徳島藩蜂須賀家

   福岡藩黒田家  広島藩浅野家  高知藩山内家

   対馬藩宗家 柳川一件 寛永12年 1635 以降格下   津藩藤堂家 

   松江藩松平家

  大身国持  家 

   仙台藩伊達家  熊本藩細川家  佐賀藩鍋島家

   久留米藩有馬家  久保田藩佐竹家  米沢藩上杉家

   福井藩松平家  大和郡山藩柳沢家 元文 年 1738 除外 

  准国持  家 

   宇和島藩伊達家  柳河藩立花家  二本松藩丹羽家



大名家区分 基本 城 有無

城主 城持  幕末271家中170家 城主格含 
 老中 所司代 大坂城代就任 城主   老中 2.5万石以上
 城主 若年寄就任 際  無城 先任  上席 

 殿中席  拝謁順  無城  上位 同席同禄 場合 家督順 

 江戸城登城 場合 城主 下乗  乗輿 無城 下馬   

 国許  居城  称  城門 枡形建設 認可    無城  居所 

   陣屋                           特権    

城主格    城主 同待遇 但  国許 城 持    

無城 幕末271家中101家 



大名官位官職 基本    

 公家 官位 武家 官位 別 

 武家 官位 幕府 推挙    慶長11年 1606    
  禁中并公家中諸法度  慶長20年 1615      武家官
 位 員外官    

 徳川将軍 任  官位官職  幕府  朝廷 申請  天

 皇 勅許    正式 任官 

 律令制   官位 官職相当表  別 体系 

 一般大名  従五位下  

 昇進  四位    一般的  三位 以上 御三家 限  

    守  官職     名乗扱     複数名存在 

  大国 上国 中国 下国 格差無  



大名官位官職 基本    

名乗 制限

 同姓同名 禁止 例 大岡家 越前守 名乗  他 大岡家 越
                  前守 名乗    

 独占官名 存在 

 忌避官名 存在 例 親王任国 上野 常陸 上総   守 
                  親王 名義的  守      国 臣下 就 

                   最高職  介     親王任国  介   

                  大国  守  同格 

他者 呼 場合 諱 忌名  呼        

例 大岡越前守忠相 呼 場合  大岡様 殿   越前守様 殿   越前様  

   殿   目上    大岡  越前守  越前   忠相 使用 本人   


